
新潟県交通安全協会

今日の

は私です!!

飲 酒 運 転 根 絶

「ハンドルキーパー運動」 ハンドルキーパー運動」 
に参加しましょうに参加しましょう

「ハンドルキーパー運動」 
に参加しましょう



3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数25点 免許取消し（欠格期間2年）

※前歴や累積点数がある場合には最大5年

１ 妨害運転（交通の危険のおそれ）
他の車両等の通行を妨害する目的で、

行為であって、当該他の車両等に道路
における交通の危険を生じさせるおそ
れのある方法によるものをした場合。

2 妨害運転（著しい交通の危険）
❶の罪を犯し、よって高速自動車国
道等において他の自動車を停止させ、
その他道路における著しい交通の危
険を生じさせた場合。

一定の違反（※10類型の違反。下図参照）

一定の違反 妨害（あおり）運転の対象となる10類型の違反

いちじる

あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備

高齢者交通事故防止運動

１

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❻ ❼ ❽

❾ 10

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点 免許取消し

※前歴や累積点数がある場合には最大10年

（欠格期間3年）



《 》

交通安全
カレンダー
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土金木水火月日

  交通安全について家庭内で話し合う機会を持ち、家族のみんなが交通事故にあわないため、また、交通事

故を起こさないために、昭和53年から毎月10日を「交通安全家庭の日」と制定し、県民の交通安全意識の高

揚を図ろうとするものです。
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●各季の交通事故防止運動の実施  ●交通安全の広報、啓発活動        ●各種交通安全教室の開催
  ●優良運転者の表彰              ●各種交通安全資器材の無料貸出し  ●その他（各種地域の交通安全活動）

♡


